
別紙１ 

 

議題１ 平成 29年度上下水道事業の財政状況について 

 

それでは、議題の（１）「平成 29年度上下水道事業の財政状況について」ご

説明申し上げます。 

お手元の資料１ １ページ「天理市水道事業の財政状況」をご覧下さい。 

最初に、水道事業についてご説明いたします。資料の左側に平成 29年度水道

事業決算を、費用構成と収益構成の円グラフと表で示しております。 

（１）の「費用構成」をご覧下さい。 

費用総額は１７億８，７６０万４千円で、支出の主なものといたしましては

県営水道の受水費が５億９，２３４万５千円、減価償却費が５億６，６４７万

６千円で合わせまして、全体の約６５％を占めております。 

 

（２）の「収益構成」をご覧ください。 

収益の総額は２１億３，４０７万５千円で、収入の主なものといたしまして

は、給水収益の水道料金収入が１８億６，７７９万９千円で全体の８８％を占

めております。また、長期前受金戻入は１億１，５６８万３千円あり、全体の

５％を占めております。この結果、平成２９年度の損益は、先程の長期前受金

戻入を含みまして３億４，６４７万１千円の純利益となりました。 

  

（３）の「給水収益・水道事業費用」をご覧下さい。 

 給水収益を棒グラフで水道事業費用を折れ線グラフで示しております。平成

１７年度では２９億４千万円ございました給水収益は年々減少し続け、平成２

９年度では１８億６，８００万円まで減少いたしました。そのため事業費用に

つきましても、平成１７年度では３１億５，７００万円ありました事業費用を、

平成２９年度では１７億８，８００万円まで経費を削減いたしました。 

 

年間有収水量は、（４）のグラフで示しておりますが、平成２９年度は７８６

万１千㎥となり前年度に比べ３％減少しており、今後も水需要は減少傾向が続



くものと予測されます。 

 

 （５）の「有形固定資産・減価償却費」をご覧下さい。 

有形固定資産残存簿価を棒グラフで減価償却費を折れ線グラフで示しており

ます。減価償却費は平成１７年度では７億５，１００万円ございましたが、豊

井浄水場の中央監視制御電気計装設備などの設備規模等の見直しを行ったこと

で、平成２９年度では５億６，６００万円まで減少しました。 

 

（６）の「水源別配水量・受水費」をご覧下さい。 

水源別配水量を棒グラフで受水費を折れ線グラフで示しております。このグ

ラフで示しておりますように、給水原価の低い自己水源を活用することで受水

量の抑制を図り、収益の減少に対応しております。ただし、平成２９年度は天

理ダム工事のため豊井浄水場での製造が一時中断されておりましたので、前年

度と比較し杣之内浄水場と県からの受水は増加しております。 

 

 （７）の「給与費・一般職員数」をご覧下さい。 

給与費を棒グラフで一般職員数を折れ線グラフで示しております。平成１７

年度で３７名の一般職員数は、平成２９年度現在では２７名となり人件費の抑

制を図っております。 

  

（８）の「企業債残高・支払利息」をご覧下さい。 

企業債残高を棒グラフで支払利息を折れ線グラフで示しております。企業債

は新たに借入を行わず、約１００億円ありました企業債残高は２３億６，６０

０万円まで減少し、このため支払利息についても３億４，５００万円から８，

１００万円に減少しております。 

 

２ページには、平成２９年度と前年度平成２８年度との損益比較表を付けて

おります。前年度との比較で主な増減要因を説明させていただきます。 

営業収益は、前年度に比べ、３，３３２万１千円の増額となりましたが、給

水収益は、前年度に比べ１億１２４万６千円減少しました。主な要因は、有収



水量が２４万７，１２９立方メートル減少したことです。（有収水量は給水人口

とともに減少しています。平成２８年度６５，８０６人  平成２９年度６５，

２６８人 ５３８人減 ０．８％） 

その他営業収益は１億３，０６８万１千円で前年度に比べ１億２，８６１万

５千円大幅に増加しております。これは、要因にも記載しておりますように 天

理ダムの貯水池保全事業が県で行われ工事期間の豊井浄水場製造停止に伴う県

水購入に対し、県から補償された負担金収入が主なもので、営業収益の増収は

この収入に伴うものです。 

 営業費用につきましては、原水及び浄水費で７７３万円の増額、これは、先

程の天理ダム工事に伴う、杣之内浄水場での製造の増加・県水受水量の増加、

それから委託料や修繕費の減少及び人員が１名減ったことによるものです。 

また、配水及び給水費は委託料と人員が１名減ったことにより前年度に比べ、 

２，６８８万５千円の減額となりました。その他、減価償却費と資産減耗費で、

約７，４００万円の費用減となり、営業費用合計では前年度に比べて８，９３

２万円の減少となりました。 減価償却費の減少は、資産を法定耐用年数以上

使用することになり、施設の更新を先に延ばしているともとらえられますが、

これについては平成２８年度の審議会でもご報告させていただきましたが、経

営の健全化の取組といたしまして更新計画を立て財政面のシミュレーションを

行いこれに従い改良を行っております。 

 営業外収益は長期前受金戻入が前年度に比べ、３，２０６万５千円減少し、

営業外費用は、支払利息は減少しましたが雑支出が増加したため前年度に比べ、

９４万３千円の減少となりました。 

 以上のこと等から平成２９年度は前年度に比べ９，０３３万円の増収となり

ました。 

今後も、水需要は長期的に減少傾向が続くと思われますが、継続してコスト

削減を行い、安定経営を目指してまいります。 

 

３ページ・４ページは、水道事業の損益計算書・貸借対照表をつけておりま

すので、ご清覧下さい。 

 



５ページ「天理市下水道事業の財政状況」をご覧下さい。 

下水道事業についてご説明いたします。水道事業と同様に、資料の左側に平

成２９年度下水度事業決算を費用構成と収益構成の円グラフと表で示しており

ます。 

（１）の「費用構成」をご覧下さい。 

費用総額２３億５， １６４万円で、支出の主なものといたしましては減価

償却費が１２億２，８７１万９千円、流域下水道維持管理負担金が４億９，９

１３万円で全体の約７３％を占めております。 

 

（２）の「収益構成」をご覧下さい。 

収益の総額は２８億４，８３６万３千円であります。収入の主なものといた

しまして、市からの補助金１２億１，９８９万８千円、下水道使用料収入１１

億６，９２９万８千円で全体の約８４％を占めております。また、長期前受金

戻入が４億１，６６７万２千円あり全体の１５％を占めております。この結果、

平成２９年度の損益は、他会計からの補助金、負担金に依存するものですが、

長期前受金戻入を含みまして４億９，６７２万３千円の純利益となりました。 

 

（３）の「下水道使用料・下水道事業費用」をご覧下さい。 

下水道使用料を棒グラフで下水道事業費用を折れ線グラフで示しております。

平成２２年度では１２億４，０００万円ありました下水道使用料は、平成２９

年度では１１億６，９００万円に減少いたしました。事業費用につきましては、

平成１７年度では２６億２，５００万円ございました事業費用は、平成２９年

度では２３億５， ２００万円まで経費を削減いたしました。 

 

（４）の「有形固定資産・減価償却費」をご覧下さい。 

有形固定資産残存簿価を棒グラフで減価償却費を折れ線グラフで示しており

ます。下水事業の供用開始が昭和４９年で、４５年が経過しておりますが固定

資産の法定耐用年数の５０年には到達しておりませんので、減価償却費は増加

中です。 

 



 （５）「給与費・一般職員数」をご覧下さい。 

給与費を棒グラフで一般職員数を折れ線グラフで示しております。平成２２

年度では１３名の一般職員数は、平成２６年度からは１２名となっております。 

 

 （６）の「企業債残高・支払利息」をご覧下さい。 

企業債残高を棒グラフで支払利息を折れ線グラフで示しております。平成２

３年度までは企業債の借入を行ってまいりましたが、直近の５年間は新たに借

入を行わず、約２６８億円ありました企業債残高は約１６５億円まで減少し、

このため支払利息につきましても６億４，７００万円から４億４００万円に減

少しております。 

 

６ページには、平成２９年度と前年度平成２８年度との損益比較表を付けて

おります。前年度との比較で主な増減要因を説明させていただきます。 

営業収益は、下水道使用料が前年度に比べ、２，２１９万７千円の減少とな

り、水道事業と同様に排水量が減少したことによります。（平成２８年度８０６

万８，６１６立方メートル 平成２９年度７９８万７，７５９立方メートル 8

万８５７立方メートルの減 １％） 

営業費用は、管渠費のうち修繕費が減少したこと、汚水の処理費用として支

払う流域維持管理負担金が排水量の減少に伴い減少したことが主な要因となり

前年度に比べ、１，８４８万９千円の減額となりました。 

営業外収益は他会計補助金や県補助金が減少しましたが、これは営業外費用

の支払利息が減少したことにより 財源となる補助金収入が減ったことによる

ものです。  

以上のことなどから、収益が減少したものの 費用の減少額がそれを上回っ

たことにより平成２９年度の利益は前年度に比べ２，５３７万２千円増加しま

した。 下水道事業は平成２９年度も多額の繰入金を市から受けることにより、

経営が成り立っているのが実情でございます。 

 

７ページ・８ページは、下水道事業の損益計算書・貸借対照表をつけておりま

すので、ご清覧下さい。 





別紙２ 

 

議題２ 水道法の改正について 

 

それでは、議題の（２）水道法の改正についてご説明申し上げます。 

お手元の資料２ 「水道法の改正」をご覧下さい。 

 

昨年１２月６日に改正水道法が成立しました。改正当初はマスメディアでも

取り上げられることもありました 

今回の水道法の改正の背景といたしましては、全国的に人口減少に伴う水の

需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等があります。そのよう

な水道の直面する課題に対応するため、水道基盤の強化を図り将来にわたって

安全な水を安定的に供給するために制度改正したものです。全国的な水道事業

の現状と水道法改正の概要についてご説明させていただきます。 

 

１ページをご覧ください。 

 人口減少社会の水道事業についてです。 

 日本の人口変動や、節水機器の普及等による家庭での一人当たりの使用水

量の減少により、有収水量は平成１２年（２０００年）をピークに減少して

おり、５０年後（２０６５年）にはピーク時より約４割減少する見込みです。

人口減少に伴い料金収入も減少し、水道事業の経営状況はますます厳しくな

ってきます。 

 

２ページをご覧ください。 

管路の老朽化の現状と課題です。 

水道管路は、法定耐用年数が４０年であり、高度経済成長期に整備された

施設の更新が進まないため、管路の経年化率（老朽化）は、ますます上昇す

ると見込まれます。 

 

 



３ページをご覧ください。 

水道施設における耐震化の状況（平成２８年度末）です。 

基幹管路・浄水施設については耐震化が進んでいるとは言えない状況です。

特に浄水施設は処理系統の全てを耐震化するには施設停止が必要で改修が難

しい場合が多いため、基幹管路や配水池に比べて耐震化が進んでいない状況

です。配水池については、単独での改修が比較的行いやすいため、浄水施設

に比べ耐震化が進んでいます。 

 

４ページをご覧ください。 

水道基幹管路の耐震適合率（平成２８年度末）です。 

水道管路は、高度経済成長期に多くの延長が布設されていますが、これら

の多くは耐震性が低く、震災時の安定給水に課題があります。全国の耐震適

合性のある基幹管路の割合は３８.７％にとどまっており、事業体間、地域間

でも大きな差があることから、全体として底上げが必要な状況であります。 

 

５ページをご覧ください。 

水道事業の状況（数の推移、経営主体）です。 

 昭和５０年から水道事業の数は減少していますが、現在も全国に簡易水道

事業を合わせますと７,０００以上の水道事業が存在しています。 

上水道事業とは、計画給水人口が５,００１人以上の水道で簡易水道事業と

は、計画給水人口が１０１人以上５,０００人以下の水道です。 

 

６ページをご覧ください。 

水道事業の職員数です。 

 水道事業が携わる職員数は、ピークと比べて３割程度減少しており、特に

小規模事業では職員数が著しく少ない状況です。 

 

７ページをご覧ください。 

水道事業の経営状況です。 

小規模な水道事業体は、経営基盤が脆弱で、給水原価が供給単価を上回り



原価割れしています。給水原価は、水道水を１立法メートル作るのに必要と

する経費で、供給単価は、使用者からいただく１立法メートル当たりの平均

単価です。 

 

８ページをご覧ください。 

広域連携の検討に向けた協議会等の設置状況です。 

 平成２９年８月現在、３４道府県で協議会等の組織が設置され、検討が行

われています。 

 

９ページをご覧ください。 

水道事業における官民連携手法と取組状況です。 

一般的な業務委託として、メーター検針や料金徴収など個別に委託する個

別委託や広範囲にわたる複数の業務を一括して委託する包括委託があります。

その他に、浄水場の運転管理等の技術的業務の委託する第三者委託、民間資

金を活用して施設の設計・建設・維持管理を行う DBO、PFI、公共施設等運営

権方式（コンセッション方式）などがあります。 

 

10ページをご覧ください。 

指定給水装置工事事業者制度の現状（平成２７年度末）です。 

指定給水装置工事事業者制度とは、配水管から分岐して給水管及び給水用

具を施工する者を水道事業者が指定することができる制度です。「指定給水装

置工事事業者は、事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、水道事業者

に届けなければならない」となっていますが、指定給水装置工事事業者リス

トに連絡の取れない工事事業者が存在し、水道利用者から「連絡が取れない」

などといった苦情の原因となっています。 

11ページをご覧ください。 

水道を取り巻く状況といたしましては、施設の老朽化が進行し、耐震化が遅

れている状況です。また、小規模な水道事業者は経営基盤が脆弱で、職員数も

少なく適切な資産管理や危機管理対応に支障をきたし計画的な更新のために必

要な資金を十分確保できていない事業者も多い状況です。 



これらの課題を解決し、将来にわたり、安全な水の安定供給を維持していく

ために水道基盤の強化を図ることが必要です。併せて所在確認の取れない指定

給水装置工事事業者の解消も課題です。 

 

12ページをご覧ください。 

水道法の一部を改正する法律案の概要としましては、人口減少に伴う水の

需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課

題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずるものです。 

今回の改正では、全国の水道の普及率が９７.９％となり、水道の拡張整備

を前提とした時代から既存の水道の基盤を確固たるものとしていくことが求

められる時代に変化したことから、法律の目的における、「水道の計画的な

整備」が「水道の基盤の強化」に改められました。水道法の一部を改正する

法律案の概要としまして、大きく次の５項目があります。 

１．関係者の責務の明確化 

２．広域連携の推進 

３．適切な資産管理の推進 

４．官民連携の推進 

５．指定給水装置工事事業者制度の改善です。 

 

13ページをご覧ください。 

１．関係者の責務の明確化 

 国、都道府県、市町村、水道事業者等に対し、水道の基盤の強化に関す

る責務が規定されました。 

（１）国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、

推進又は実施するよう努めなければならないこととします。 

（２）都道府県は水道事業者等（水道事業者又は水道用水供給事業者をい

う。以下同じ。）の間の広域的な連携を推進するよう努めなければなら

ないこととします。 

（３）水道事業者はその事業の基盤の強化に努めなければならないことと

します。 



14ページをご覧ください。 

青い矢印は、天理市等の現状を参考として示しています。 

２．広域連携の推進 

水道事業は主に市町村が経営。小規模で経営基盤が脆弱な事業者が多く、

全国１,３５５の上水道事業のうち給水人口５万人未満の小規模事業者が約

７割（９２１事業）です。広域連携によりスケールメリットを活かして効率

的な事業運営が可能になりました。特に（２）（３）都道府県には水道事業

等の広域的な連携に積極的な関わりを持ち推進役としての責務を規定してい

ます。 

（１）国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を

定めることとします。 

（２）都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意

を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとします。 

（３）都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者

等を構成員とする協議会を設けることができることとします。 

 

15ページをご覧ください。 

３．適切な資産管理の推進 

高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化が進んでいます。また、資

産管理の前提となる水道施設台帳は約４割の水道事業者が未整備であります。

加えて人口減少に伴う料金収入の減少により、水道事業の経営状況は今後も

厳しい見込みです。 

（１）水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修繕

をしなければならないこととします。 

（２）水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を

作成し、保管しなければならないこととします。 

（３）水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努

めなければならないこととします。 

（４）水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係

る収支の見通しを作成し、公表するよう努めなければならないことと



します。 

水道施設の更新に要する費用を含めて事業の収支見通しを作成し、長期的

な観点から水道施設の計画的な更新に努める義務が創設されました。 

 

16ページをご覧ください。 

４．官民連携の推進 

今回新たに改正されたコンセッション方式は、地方公共団体が水道事業者

等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施

設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを選択できる

ようになりました。コンセッション方式につきましては、官民連携の選択肢

の一つとして、利用料金を徴収する公共施設については施設の所有権を自治

体が保持したまま、民間に水道事業の運営を委ねる方式です。海外では、民

間事業者に対するモニタリング体制が整っていないため、契約内容の不履行

や水道料金の高騰・水質悪化などの問題に対応できなかった事例がありまし

た。それに対し我が国の制度は地方自治体が PFI法に基づき民間業者の業務

内容や経営状況について定期的にモニタリングを行い早期に問題を指摘し、

改善を要求します。これに加え厚生労働大臣が適切か確認したうえで許可す

るとともに直接、報告徴収・立入検査します。水道料金の高騰に関しては、

地方自治体が、PFI 法に基づき条例で料金の枠組み（上限）をあらかじめ決

定します。これに加え厚生労働大臣が適切な料金設定であることを確認した

上で許可する仕組みとしています。平成２３年のＰＦＩ法改正によりコンセ

ッション方式が創設された当初から、水道事業については住民に対する給水

責任を民間事業者に追わせる形であれば、コンセッション方式を導入するこ

とはできました。それを今回の改正法では、国や自治体の関与を強化し給水

責任を自治体に残した上で、厚生労働大臣の許可を受けてコンセッション方

式を実施可能にしたものです。国の見解では、水道事業自体を民営化するも

のではありません。現在、天理市ではコンセッション方式の導入は考えてお

りません 

 

 



17ページをご覧ください。 

５．指定給水装置工事事業者制度の改善 

現行の指定給水装置工事事業者制度は、新規の指定のみで、休廃止等の実

態が反映されづらく、無届工事や不良工事も発生しています。指定給水装置

工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、指定給水装置工

事事業者の指定に５年の有効期間を設ける更新制を導入するものです。 

 

以上で、議題の（２）水道法の改正についての説明を終わります。 



 



別紙３ 

 

議題３ 県域水道一体化の取組について 

 

続きまして、県域水道一体化の取組についてご説明申し上げます。 

お手元の資料３ 「県域水道一体化の取組」をご覧下さい。 

 

１ページをご覧ください。 

奈良県では、先ほどご説明させていただきました水道法の改正に先立ち平成

２９年１０月に「県域水道一体化構想」が示されました。県域水道一体化構想

については、前回の経営審議会でもご説明させていただきましたが、一体化の

目指す姿と方向性といたしまして、奈良県を県営水道エリア（２４事業体）、五

條吉野エリア（４事業体）、簡易水道エリアと３つのエリアに分け、県営水道エ

リア、五條吉野エリアを一体化し施設・組織・管理運営を統合する案です。こ

のことにより施設の統廃合・効率的更新、人材・技術力の確保、管理体制の強

化、緊急時体制強化を図るというものです。 

 

２ページをご覧ください。 

県の示している一体化のスケジュールですが、今年度に入りまして県域水道

一体化検討会が設置され、下部組織である施設管理部会・総務財政部会の専門

部会によります検討が開始されました。 

 

３ページをご覧ください。 

県域水道一体化検討会の概要について、検討会の目的は、一体化に向けて県

と市町村及び関係団体が共同して県域水道一体化に係る検討・協議を行うこと

です。 

検討会の参加については、奈良県（地域政策課・水道局）、県営水道エリア（２

４市町村）、五條・吉野エリア（４市町）、奈良広域水質検査センター組合です。 

検討会の進め方は、検討会は各団体の部局長または課長で構成し下部組織と

して施設管理部会・総務財政部会の専門部会を設け検討します。 



検討の内容は、施設の共同化・維持管理の共同化等のハード面と、組織体制・

財政運営・業務運営等のソフト面を行います。検討期間は平成３０年度・３１

年度の２年を目途に行います。 

 

４ページをご覧ください。 

施設管理部会の概要について、施設管理部会では、県域水道一体化に係る施

設整備計画案を作成し、市町村に提示・意見徴収を繰り返しながら、施設整備

計画を策定していきます。そして、施設整備費用の負担ルールを決定し財政シ

ミュレーションを実施していくというものです。 

 

５ページをご覧ください。 

県域水道一体化に係る施設共同化案は、水源や施設の効率化を検討する必要

があり、今後、水道施設を更新する際は、ダウンサイジングや施設の統廃合な

ど水需要に見合った更新投資を行う必要があります。 

県及び市町村の垣根を越えて、配水池の統廃合及びダウンサイジングの検討

や現状のファシリティマネジメントの取組に加えて、地形を考慮した「統廃合

の追加検討エリア」を提案し、更なる統廃合及びダウンサイジングを検討して

いくものです。 

 

６ページをご覧ください。 

統廃合及びダウンサイジングの例としまして、県からの水が一旦市町村の施

設に入り、そこからポンプを利用して配水池に送水する事例がありますが、県

の施設の位置エネルギーを利用して直接市町村の配水池に送水することにより、

ポンプ等を廃止するというものでございます。 

 

７ページをご覧ください。 

県の施設の容量を利用して、市町村の施設の廃止やダウンサイジングを行う

という案です。 

このように県や市町村域を超えた施設の共同化により、県全体の効率的な更

新投資を計画するというものです。 



８ページをご覧ください。 

次に、総務財政部会の概要について、総務財政部会では、厚生労働省が公表

しています「水道広域化検討の手引き」を基に基本方針を検討するものです。

また、現状を把握するため市町村にアンケートを実施し、調査結果をまとめて

シミュレーションに反映していくものです。 

 

９ページをご覧ください。 

県が市町村に向けて実施したアンケート内容は、下記の表です。総務関係で

は、人事・給与、事務などです。財務関係では、繰入金・補助金です。業務関

係については、業務委託、業務改善、下水道との共同実施事項、災害対策・危

機管理などです。その他で広域化を進めるうえでの全般的な課題として重視す

るものなどです。 

アンケート結果について、県に情報提供を求めながら検討を進めていきます。 

 

10 ページをご覧ください。 

今後、日本水道協会の「統合に向けた調整事項」を参考に、表にある項目等

について、統合に向けた検討を進めていくというものです。 

 

11 ページをご覧ください。 

これはイメージになりますが、県と各市町村からの情報を集計しながら統一

した財政シミュレーションを作成するフォーマットです。詳細については平成

３１年度に行っていくものです。 

 

現在の状況といたしましては、今年度に「県域水道一体化検討会」が設置さ

れ、施設管理部会が４回・総務財政部会が２回開催された段階です。 

具体的な内容については、これからということでございます。今後も本市に

とってどのような一体化の形が有利であるのか検討を進め、検討が進んだ段階

でご報告させていただきます。 

 

 



12 ページをご覧ください。 

最後になりましたが、天理市の平成２８・２９年度の１立法メートル当たり

の水源別の製造費用を示したものです。製造部分と市内の配水管等の全体的に

かかる共通部分の費用と分け、青色でお示しした部分が製造に係る費用です。 

平成２９年度は、天理ダム貯水池保全事業に係る工事があり、天理ダムを水

源とする豊井浄水場が休止したため、配水量が減少し製造単価が高くなりまし

た。 

県水単価は、県から１立法メートル当たり１３０円で購入する受水単価に動

力費等の維持管理費を加えたものです。 

今後、この単価が県域水道一体化のスケールメリットにより、どの程度の効

果が表れてくるのか、そのあたりを見極めていきたいと考えています。 

 

以上で、議題の（３）水道事業の広域化についての説明を終わります。 


